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【環境アセスメントの流れ】 
＜事業計画概要書作成＞ 

事業計画概要書の作成  ※１ 

＜方法書作成＞ 

・事業特性の把握     ・評価項目の選定 
・地域特性の把握     ・調査、予測、評価の手法 

方 法 書 の 作 成  ※２ 

ア セ ス 委 員 会 

＜方法書手続＞ 

意 見 書 の 整 理 

評価項目、調査、予測・評価手法の選定（確定） 

関係市町村長意見 

アセス委員会答申 

＜準備書作成＞ 

・調査の実施    ・調査結果の考察 

・予測  ・評価  ・必要に応じ環境保全対策 

予測、評価及び環境保全対策の検討 

準 備 書 の 作 成  ※３ 

公  聴  会 

＜準備書手続＞ 

意見書の整理及び見解書の作成 

及び 

ア セ ス 委 員 会 

・説明会の案内    ・説明会開催 

住 民 説 明 会 

関係市町村長意見 

アセス委員会答申 

必要に応じ評価書の補正 

＜評価書作成及び手続＞ 

 住民の意見書 

 方法書の縦覧 

 知事意見 

 事業計画概要書の縦覧 

準備書の縦覧 

知事意見 

 住民意見公述 

評価書の縦覧 

知事意見 

 

方 法 書 の 周 知 

現 地 調 査 

準 備 書 の 周 知 

評 価 書 の 作 成  ※４ 

※１ 事業計画概要書 

事業計画の概要を記載したものであり、方法書の縦覧開始までの間縦覧に供します。 

 

※２ 方法書（環境影響評価方法書） 

環境影響評価（調査・予測・評価）の項目や方法について記載したものであり、公告

の日から 30日間縦覧に供します。 

方法書について環境の保全の見地から意見を有する方は、縦覧期間（30日）＋15日

の間に意見書を提出することができます。 

事業者は方法書の内容についての説明会を開催します。 

方法書の手続きを経て、環境影響評価の項目及び方法を選定（確定）します。 

 

※３ 準備書（環境影響評価準備書） 

環境影響評価の結果を記載したものであり、公告の日から 30日間縦覧に供します。 

準備書について環境の保全の見地から意見を有する方は、縦覧期間（30日）＋15日

の間に意見書を提出することができます。 

事業者は準備書の内容についての説明会を開催します。また、知事が必要と認め公聴

会が開催される場合があります。 

 

※４ 評価書（環境影響評価書） 

知事意見を尊重して準備書の記載内容に検討を加え、必要に応じて記載事項に変更を

加えたものであり、公告の日から 15日間縦覧に供します。 

 

は、住民の皆様からのご意見をいただく機会です。 

・説明会の案内    ・説明会開催 

住 民 説 明 会 

 住民意見書 

「千葉県環境影響評価条例」に基づき、南部清掃工場の建替に係る 

環境アセスメントの流れを整理したものです。 


